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第２節  応急対策計画  

 

危険物施設に関する災害応急対策については、危険物管理者等が定める防災業務計画により

行う。なお、本項では、危険物災害に対する住民の保護を主眼として、特に、市との連携が必

要な事項について定める。 

 

《 主な担当班 》 

□消防班  

 
第１ 実施責任者 
１ 応急措置の方法 

危険物による災害は、その性質上、大災害に発展する危険性が大きく、特に、迅速な措置を

要するため、関係機関は密接な連絡協力のもとに迅速かつ的確な災害応急対策を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 消防局 

施設の管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等に対して、措置を講ずるよう指導する。 
 
３ 緊急時の連絡系統図 

市長は、災害が広域、激甚と予測され、応援の必要があると認めた場合は、消防局と連携し

て、県及び関係消防機関に応援を要請する。 

《 危険物災害における管理者の応急措置の基本 》 
ア 関係機関（市、警察、消防機関）への通報 
イ 初期消火等の応急措置 
ウ 施設内及び近辺の人員の誘導、避難の指示等 
エ 警戒区域の設定 
オ 広報活動 

（事前に各施設での応急対策計画を立案しておく。） 

 

【災害鎮圧出場関係】 

薩摩川内市消防局（即時出動） 

薩摩川内市消防団 
 薩摩川内警察署 

九州電力株式会社 
※必要に応じて県への即報、県消防応援協定に基づく要請を行う。 

危険物施設（災害発生場所） 

【応援出場及び消火剤、中和剤要請】 

消防局（通信指令室） 

29
2



【 一般災害対策編 】 

〈第 4部 第 4章 第 2節 応急対策計画〉 

 

4-4-5 

第２ 高圧ガス災害対策 

１ 応急措置の方法 
 高圧ガスによる災害の発生、又はそのおそれがある際には、関係機関からの要請に応じ、施設

の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、被災者等の救出、火

災警戒区域の設定、火気使用禁止広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《 高圧ガス防災体制本部機構 》 
ア 本部は別に定める事故（Ａ級・Ｂ級）の発生状況に応じ設置する。 
イ 本部は、原則として鹿児島県に置き、必要に応じ各商工事務所又は事故現場に現地

対策本部を設置する。 
ウ 現地対策本部の機構は、本部機構に準じ、災害の規模に応じて編成し、現地対策本

部の活動に際しては関係機関の協力を求める。 
エ 事故発生時の連絡通報体制については資料編を参照する。 
 

《  高圧ガス防災体制 》 
ア 目  的 

 この体制は高圧ガスによる災害に対処し、これに伴う業務を迅速かつ的確に処理す

ることにより公共の安全を確保することを目的とする。 
イ 構  成 

 鹿児島県危機管理防災局消防保安課 
 鹿児島県警察本部及び各警察署 
 各市町村消防機関 
 社団法人鹿児島県高圧ガス保安協会 
 社団法人鹿児島県ＬＰガス協会 
 鹿児島県冷凍設備保安協会 
 鹿児島県エルピーガススタンド協会 
 九州地区高圧ガス防災協議会鹿児島県支部 

ウ 応援体制 
 高圧ガス関係保安団体は関係機関からの派遣要請を受けた場合は、防災担当者を指名

して、災害現場に派遣する。 
エ 身分証明 

 高圧ガス関係団体及び九州地区高圧ガス防災協議会鹿児島県支部の防災担当者が事

故現場に立入るときは、その身分を証する腕章を呈示し、警察職員又は消防職員（団

員）と協力し、適切な措置を講ずる。 
オ 連絡会議 

 本体制の目的達成のため必要があるときは、連絡会議を開催する。 
カ 事故措置 

 事故発生に際しては別途「高圧ガス事故措置要綱」による。 
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第３ 火薬類災害対策 

１ 応急措置の方法 
 火薬類による災害発生、又は、そのおそれがある際には、関係機関からの要請に応じ、火薬の

運搬停止等の緊急措置、災害の拡大を防止するための消防活動、被災者等の救出、警戒区域の設

定、避難の指示等必要な応急対策を実施する。 
 

第４ 毒物劇物災害対策 

１ 応急措置の方法 
⑴ 火災に際しては施設の延焼防止のための消防活動を実施するほか、汚染区域の拡大防止措置

を実施する。 
⑵ 周辺の毒物劇物施設が、被害を受け、毒物劇物が飛散漏えい、保健衛生上危害が発生し、又

は、そのおそれがある際は、営業者及び毒物劇物取扱責任者に対し、危害防止のための応急措

置を講じるよう指示するほか、毒性、劇性の危険区域を指定して警察、消防関係機関と協調し、

交通遮断、緊急避難、広報活動等の必要な措置をとる。 
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第５章 石油コンビナート等防災対策計画 
 

 
 
 

第１節 予防対策計画 
 
《 主な担当班 》 

□本部総括班 □消防班 

 
第１ 石油コンビナート等防災対策 

石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号。以下この章において｢法｣という。）第 31

条の規定に基づく鹿児島県石油コンビナート等防災計画に定めるもののほか、石油コンビナー

ト等特別防災区域を指定する政令（昭和 51年政令第 192 号）により指定された石油コンビナー

ト等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）のうち川内地区（以下「特別防災区域川内

地区」という。）に係る災害の発生及び拡大を防止するため、特定事業者の責務及び防災関係機

関等の業務を明確にし、もって特別防災区域川内地区に係る災害から地域住民の生命、身体及び

財産を保護することを目的とする。 

１ 鹿児島県石油コンビナート等防災本部 
鹿児島県が特別防災区域における総合的な防災対策を推進するため、法第 27 条第 1項の規定

により設置した鹿児島県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の組織及び

所掌事務並びに構成員は、次に掲げるとおりとする。 

 

第１節 予防対策計画 □本部総括班 □消防班  

第２節 応急対策計画 □消防班 
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２ 防災本部の組織及び所掌事務 
⑴  組   織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 所掌事務（法第27条第３項） 
ア 防災計画の作成、実施の推進 

イ 防災に関する調査研究 

ウ 防災情報収集・関係者への連絡調整 

エ 災害応急対策・災害復旧の連絡調整 

オ 現地防災本部に対する指示 

カ 国・他県への連絡 

キ 防災に関する重要事項の実施及び推進 

【 資料編*1*2*3*4*5* 参照 】 

 
３ 防災本部の構成員 

本項については資料編を参照する。 

                                                   
*1 ● 資料 4.5.1-(1) 特別防災区域川内地区の概況 
*2 ● 資料 4.5.1-(2) 特別防災区域川内地区の配置図 
*3 ● 資料 4.5.1-(3) 特別防災区域川内地区の立地企業状況 
*4 ● 資料 4.5.1-(4) 特別防災区域川内地区周辺の状況 
*5 ● 資料 4.5.1-(5) 特別防災区域川内地区川内共同防災組織 
*6 ● 資料 4.5.1-(6) 特別防災区域川内地区災害応急対策連絡系統図 
*7 ● 資料 4.5.1-(7) 特別防災区域川内地区避難計画 

 

鹿児島県石油コンビナート等防災本部 
法第 27条第１項 

鹿児島県石油コンビナート等現地本部 
法第 29条第１項 

本 部 員（法 第 2 8 条 第 ５ 項） 

幹   事（令第 23 条第１項第１号） 

本 部 長（法 第 2 8 条 第 ２ 項） 

( 知 事 ) 
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４ 防災関係機関等の事務又は業務の大綱 
特別防災区域川内地区に係る災害防止について第一次的責任者である特定事業者、防災関係

機関等は、法令その他災害の防止に関する法令及び本計画に基づいて、特別防災区域川内地区に

係る災害の未然防止及び拡大防止に対処する体制を整備し、有事の際は相互一体となり、被害を

最小限度にとどめるとともに、地域住民の安全を確保する防災体制の確立を図るため処理すべ

き事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

 

事  務  又  は  業  務 

 

⑴ 特定防災施設の設備及び維持に関すること。 

⑵ 自衛防災組織等（自衛防災組織及び共同防災組織）の設置運営に関すること。 

⑶ 危険物施設の保安検査及び自主点検に関すること。 

⑷ 防災資機材の整備に関すること。 

⑸ 防災教育の徹底及び訓練の実施に関すること。 

⑹ 安全操業の確保及び労働安全の徹底に関すること。 

⑺ 異常現象の通報及び連絡体制の整備に関すること。 

⑻ 施設設備の新設等についての事前協議に関すること。 

⑼ 緊急時における応急措置の徹底に関すること。 

⑽ 従業員の避難及び安全対策に関すること。 

⑾ 海上における災害の防止に関すること。 

⑿ 関連事業者に対する安全確保等の指導監督に関すること。 

⒀ 災害時における危険区域の設定に関すること。 

⒁ 緊急時における周辺住民に対する広報に関すること。 

⒂ 原油等の流出、火災、爆発等の災害の防護鎮圧に関すること。 

⒃ 防災管理者等に対する研修機会の提供に関すること。 

⒄ その他災害の発生、拡大の防止に伴うための措置に関すること。 

 

 
５ 特定事業所 

特定事業所等（特定事業所及び特別防災区域内に所在する事業所）における災害の発生及び拡

大の防止について特定事業者は当該事業所における災害防止の第一次責任者として法令及びこ

の計画の定めるところにより、特定防災施設を設置し、維持するとともに、特定事業所において

生じた災害の拡大について万全の措置を講じ、特別防災区域に係る災害の拡大防止に関し、関係

機関の防災活動に協力するものとする。 
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６ 薩摩川内市 

事  務  又  は  業  務 

⑴ 情報の収集、伝達に関すること。 

⑵ 避難所の確保に関すること。 

⑶ 避難の勧告、指示及び誘導に関すること。 

⑷ 被災者の救助・救護に関すること。 

⑸ 災害広報に関すること。 

⑹ 緊急輸送の確保に関すること。 

⑺ 災害現場における要望、情報提供の要求に関すること。 

⑻ その他防災に関し、市が所掌する業務に関すること。 

 

７ 薩摩川内市消防局 

事  務  又  は  業  務 

⑴ 危険物施設等の保安、監督、指導に関すること。 

⑵ 特定事業所等の特定防災施設、自衛防災組織等の災害予防の指導監督に関すること。 

⑶ 防災資機材の整備に関すること。 

⑷ 防災教育及び防災訓練の実施に関すること。 

⑸ 災害時における情報の収集、伝達、広報、防災活動、防災資機材の緊急輸送、警戒区域の設

定、避難指示・勧告及び避難誘導、被災者救助等応急対策に関すること。 

⑹ 防災規定の制定に関すること。 

⑺ 特定事業所の定期報告に関すること。 

⑻ 災害現場における要望、情報提供の要求に関すること。 

⑼ その他防災に関し、消防局が所掌する業務に関すること。 

 
８ 鹿児島県警察本部 

事  務  又  は  業  務 

災害時における避難誘導、人命救助、警戒区域の設定、交通規制及び治安の確保に関するこ

と。 

 

９ 鹿児島県 
事  務  又  は  業  務 

⑴ 鹿児島県石油コンビナート等防災本部に関すること。 

⑵ 危険物等についての規制の指導並びに防災対策に関すること。 

⑶ 防災教育及び訓練の実施に関すること。 

⑷ 自衛隊の災害派遣の要請に関すること。 

⑸ 応援体制の総合調整に関すること。 

⑹ 港湾施設の保全に関すること。 

⑺ その他防災に関し県が所掌する業務に関すること。 
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10 指定地方行政機関 

機   関   名 事  務  又  は  業  務 

九 州 管 区 警 察 局 

災害時における治安、交通、通信の確保及び各県警察相互の警

察官の応援、派遣並びに装備資機材等の支援要請に関する総合的

な連絡調整に関すること。 

九 州 経 済 産 業 局 
⑴ 特定事業所等の保安対策の指導及び監督に関すること。 

⑵ 保安教育の指導に関すること。 

九 州 地 方 整 備 局 

(鹿児島港湾・空港整備事務所)  

⑴ 港湾及び海岸の災害対策に関すること。 

⑵ 高潮、津波災害等の予防に関すること。 

⑶ 緊急を要すると認められる場合、｢九州地方における大規模

な災害時の応援に関する協定書｣に基づく適切な緊急対応の実

施 

九 州 地 方 整 備 局 

(鹿 児 島 国 道 事 務 所 ) 
直轄公共土木施設の整備と防災に関すること。 

大 阪 航 空 局 

（鹿児島空港事務所） 
特別防災区域上空に係る航空の規制に関すること。 

鹿 児 島 地 方 気 象 台 

⑴ 気象、地象（地震及び火山現象を除く。）及び水象の予報・警報

の発表及び通報に関すること。 

⑵ 災害発生時における気象観測資料の提供に関すること。 

第 十 管 区 海 上 保 安 本 部 

⑴ 災害の情報収集及び伝達に関すること。 

⑵ 海上災害の防除、防御のための必要な措置及び調査に関するこ

と。 

⑶ 海上災害の防除、防御のための必要な措置について自衛防災組

織等に対する指示に関すること。 

⑷ 船舶の移動指示及び船舶交通の規制並びに海上治安の維持に関

すること。 

⑸ 災害発生船舶及び乗組員の救助に関すること。 

⑹ 関係機関との連絡調整に関すること。 

鹿 児 島 労 働 局 

⑴ 労働災害防止のための指導及び監督に関すること。 

⑵ 関係企業の安全衛生管理体制の確立、労働安全教育の推進及び

災害波防止の徹底に関すること。 

⑶ 労災保険給付に関すること。 
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11 指定地方行政機関 

自 衛 隊 

陸上自衛隊西部方面総監部 

陸上自衛隊第８師団司令部 

陸上自衛隊第12普通科連隊 

陸上自衛隊第８施設大隊 
海上自衛隊佐世保地方総監部 

海上自衛隊第１航空群 

航空自衛隊西部航空方面隊司令部 

⑴ 災害時における人命救助、財産の保護等の応急救援及び

応急復旧活動に関すること。 

⑵ 災害時における人員、救援物資及び防災資機材等の緊急

輸送並びに通信連絡等の支援に関すること。 

 

12 指定公共機関及び指定地方公共機関 
機    関    名 事   務   又   は   業   務 

日本赤十字社鹿児島県支部 災害時における医療並びに救護活動に関すること。 

 

13 特別防災区域内に所在する特定事業所以外の事業所 

事    務    又    は    業    務 

⑴ 関係法令等に基づいて関係施設の安全措置の徹底を期するとともに、防災資機材等の整備充

実等防災体制の強化を図ること。 

⑵ 災害時においては、特定事業者及び防災関係機関等の行う防災活動に積極的に協力するもの

とする。 
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第２節 応急対策計画 
 

《 主な担当班 》 

□消防班 

 

第１ 災害応急対策 
１ 防災組織 
特別防災区域川内地区の防災活動に従事する市における組織、編成等は、第３部第１章第１節

の市の組織動員配備計画のとおりとする。 

⑴ 防災活動従事者 

防災活動に従事する市職員を別表のとおり配備する。 

⑵ 特別防災区域川内地区に係る災害が発生した場合において、市に災害対策本部を設置した時

は、鹿児島県防災本部及び第十管区海上保安本部と連絡調整のうえ、災害応急対策等を実施す

る。 

 

別 表 

名 称 区          分 配 備 要 員 

第１配備 
異常現象等を含む軽易な災害が発生し

た場合 
危機管理対策部に属する職員若干名 

第２配備 
災害が発生したが、ほかへの拡大のおそ

れがない場合 
関係対策部及び水引、港詰所員 

第３配備 
災害が発生し、ほかへの拡大又はそのお

それがある場合 

第２配備要員及び市本部長が必要と認め

る職員 

 

２ 現地防災本部 
⑴ 現地防災本部設置の基準 
防災本部長(県知事)が、特別防災区域川内地区に災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合に災害の規模、態様等により関係機関等が現地において、緊急に統一的な防災活動を実施

する必要があると認めた場合に設置する。 

ア 現地防災本部の組織（市長が現地防災本部長の場合。） 

現地防災本部長－市長・副本部長－（副市長、教育長、消防局長以下薩摩川内市災害対策

本部組織系統及び所掌事務による。） 

イ 現地防災本部員 

鹿児島石油コンビナート等防災本部員のなかから法第 29条第３項の規定により本部長が

指名する者 

⑵ 現地防災本部の設置場所 
現地防災本部は、原則として市庁舎に置き、状況に応じて適宜現地防災本部長が決定する。 

⑶ 現地防災本部の編成 
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ア 現地防災本部は、現地防災本部長及び現地防災本部員をもって構成する。 

イ 現地防災本部長は市長をもって充てる。 

ただし、防災活動が主として海上で行われる災害にあっては第十管区海上保安本部長を防災本

部長(県知事)が現地防災本部長に指名する。 

ウ 現地防災本部長は現地防災本部の事務を掌理する。 

エ 現地防災本部長に事故あるときは、現地防災本部長があらかじめ指名する者がその職務を

代理する。 

オ 現地防災本部長は必要に応じて現地防災本部員を召集する。 

カ 現地防災本部に幹事を置き、現地防災本部の活動を補佐する。 

幹事は現地防災部員の属する機関の幹事をもって充てる。 

⑷ 現地防災本部の活動基準 
ア 災害に関する情報の収集、伝達 

イ 防災関係機関等相互の情報連絡調整 

ウ 防災関係機関等が実施する応急対策の連絡調整 

エ 防災資機材等の調達 

オ 警戒区域の設定の勧告、指示 

カ 避難の勧告・指示 

キ 報道機関への発表 

ク 防災本部への情報提供及び報告 

ケ その他防災本部長が指示する事項 

⑸ 幹事は現地防災本部の実務活動に従事する。 
 
３ 災害情報の収集及び報告 
⑴ 関係機関は、応急対策その他の災害に関する情報を現地防災本部に口頭、電話又は文書によ

り逐次その概要を報告する。 
⑵ 現地防災本部は、収集した情報を直ちに防災本部及び関係機関へ通報する。 
⑶ 特定事業者は災害の推移に応じ、逐次、現地防災本部にその状況を口頭、電話又は文書によ

り報告する。 
報告に記載すべき主な事項は次のとおりである。 

ア 異常現象発生の時刻 

イ 異常現象発生の場所 

ウ 異常現象若しくは災害事故の状況 

エ 応急措置の実施事項 

オ その他必要な処理事項 

⑷ 市長は、災害が発生した時は、災害の状況をとりまとめて、翌月10日までに防災本部長に報

告する。 
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第６章 林野火災対策計画 

 

 

 

 

第 1 節  予防対策計画  

 

 森林資源の重要性並びに林野火災の特殊性に鑑み、積極的に予防対策を推進する。 
⑴ 予防体制及び巡視・監視の強化 
⑵ 自衛消防体制の組織化、相互応援協定等による広域的な消防体制の確立 
⑶ 入山者の防火意識の高揚 
 

《 主な担当班 》 

□本部総括班 □林務水産班 □消防班  

 

第１ 火災予防措置 

１ 市の措置 
林野火災発生のおそれがあるときは、巡視、監視を強化するとともに次の事項を実施する。 

⑴ 火災警報の発令等 
 気象状況等が、火災予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報の発令、地区住

民及び入山者等に対し、火気を使用しないよう指導する等必要な措置を講じる。 
⑵ 火災警報の周知徹底 

 火災警報の市民、入山者への周知は、打鐘、サイレン等消防信号を活用するほか、広報車

による巡回広報等を通じ周知徹底を図る。 
⑶ 火入れの協議 

 火入れによる出火を防止するため、森林法（昭和26年法律第249号）第21条の規定に基づく

市長の許可については、時期、許可条件等について事前に消防機関と十分調整を図る。 
 また、火入れの場所が隣接市町に近接している場合は、関係市町に通知する。 

⑷ 火入れ等の制限 
ア 気象条件によっては、入山者等に火を使用しないよう指導する。 

イ 市長は、特に必要と認めるときは、火入れに関する条例等に基づき期間を限って一定区

域内の火入れの差し止め等を制限する。 

 
 

第１節 予防対策計画 □本部総括班 □林務水産班 
□消防班  

第２節 応急対策計画 □本部総括班 □消防班   
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２ 消防体制の整備 
市及び消防局は、地域における総合的消防体制を確立する。 
また、消防機関における相互応援協定等により広域的な消防体制の確立を図る。 

 

３ 予防施設等の整備 
林野火災の危険性の高い民有林が所在する地域に、簡易防火用水等の林野火災予防用設備を

重点的に配備する等の検討を行う。 

また、11月～３月までの火災多発期間には、予防対策を強化する。 
⑴ 防火水槽の増強 
⑵ 自然水利用施設の増強 
⑶ へリポート・補給基地の整備及び空中消火実施時の取水地点の選定 
⑷ 防火線、防火帯林、防火管理道等延焼防止のための防火施設の整備 
⑸ 休憩所等にドラム缶等を利用した防火用水の整備 
⑹ 土管等を利用した路端用灰皿等の整備 

 
４ 資機材の整備と備蓄 
消防局は、消防力の強化のため、資機材の整備と備蓄を積極的に推進する。 

⑴ 消火作業機器等の整備 
  空中消火用資機材、小型動力ポンプ・送水装置、ジェットシュータ、チェンソー、消火作

業用機器等の計画的な整備を推進する。 
⑵ 消火薬剤等の備蓄 
  第一リン酸アンモニウム（map)、第二リン酸アンモニウム（dap)、展着剤等、消火薬剤等

の備蓄を推進する。 
 

５ 防火思想の普及 

消防局は火災発生期を重点的に、予防広報を積極的に推進する。 
⑴ 火災予防運動の設定 
 春季・秋季の年２回の火災予防週間に併せ、広報紙等を活用し周知徹底を図る。 

火災予防運動 期 間 

秋季火災予防運動 11月９日～ 11月15日 

春季火災予防運動 ３月１日～ ３月７日 

⑵ ポスター、標識板等の設置 
 登山口、林道、樹木、駅、交通機関等に掲示し注意を喚起する。 
⑶ ラジオ、テレビ等の活用 
 報道機関、学校等の協力を得て、防火思想の普及、啓発を図る。 
⑷ 啓発活動 
予防標識、警報旗等による入山者や林野周辺住民の予防措置の周知徹底を図る。また、林

野火災予防運動の推進により広報活動等で、広く市民の林野火災防止意識の向上に努める。 
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第２節  応急対策計画  

 

林野火災に関する災害応急対策については、消防計画に基づき実施する。 

 

《 主な担当班 》 

□本部総括班 □消防班  

 

第１ 火災通報等 

１ 市の措置 
⑴ 林野火災を覚知した場合は、あらかじめ定める出場体制を取るとともに関係機関（周辺市町、

警察署等）に通報を行う。 
⑵ 地区住民、入山者等に対して周知を図る。 
⑶ 火災の規模等が、通報基準に達したときは、県（消防保安課）に即報を行う。 
ア 死者が３人以上生じたもの 

イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

エ 焼損面積が１０ヘクタール以上と推定されるもの 

オ 空中消火を要請したもの 

カ 住家等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

 
第２ 消火活動体制 
１ 消火活動体制 
火災を覚知した市、消防局及び消防団は、関係機関と連携協力して延焼拡大の防御にあたると

ともに、周辺市町等へ警戒又は応援出場要請の準備を行う。 

⑴ 現地対策本部の設置 
火災が拡大し、市では対処できないと判断されるときは、関係機関の協力を得て、現地対策

本部を設置する。 

現地対策本部の任務の概要は次のとおりである。 

ア 応援協定に基づく周辺市町等の応援隊の出場要請 

イ 自衛隊出場要請の検討 

ウ 応援隊、飛火警戒隊、補給隊等の編成 

エ 消防警戒区域の設定 

⑵ 空中消火体制の準備 
地上隊による消火が困難と判断されるときは、県（消防保安課）への通報を行うとともに、

次により空中消火体制の準備を行う。 

ア 広域消防本部を経由して鹿児島県及び福岡・北九州市局消防航空隊への出動要請準備 

イ 自衛隊出動要請のための準備 

ウ 空中消火資機材及びヘリポート等の設定準備 

⑶ 空中消火体制 
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県消防防災ヘリコプター等による円滑な空中消火を実施するため、次の事項を行う。 

ア 陸空通信隊の編成 

イ 林野火災用防災地図の作成 

ウ 空中消火補給基地の設定 

エ ヘリポート等の設定 

オ 空中消火用資機材等の点検・搬入 
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